
令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ９ 日
公正取引委員会事務総局
北 海 道 事 務 所 取 引 課

労務費の適切な転嫁のための
価格交渉に関する指針について
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本日の説明内容

１ 価格転嫁に係る公正取引委員会の取組
の概要及び特別調査の結果・・・２〜５

２ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉
に関する指針・・・・・・・・６〜２２

３ 下請法（買いたたき）及びフリーラン
ス法について・・・・・・・２３〜２７
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本日の説明内容１

１ 価格転嫁に係る公正取引委員会の取組
の概要及び特別調査の結果・・・２〜５
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 中小企業等が労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁し、賃上げが可能と
なる取引環境を整備するため、関係省庁において政府横断的な転嫁対策の取組を取りまとめ。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ（R3.12）

令和５年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン（R5.3）

令和４年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン（R4.3）
 転嫁円滑化施策パッケージが取りまとめられたことを踏まえ、独占禁止法の執行強化、

下請法の執行強化、価格転嫁円滑化スキーム（中小企業庁・事業所管省庁と連携）の３
つの柱から構成されるアクションプランを策定。

 令和４年に実施した緊急調査や自主点検の結果等を踏まえ、独占禁止法の執行強化、下
請法の執行強化等、独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底の３つの柱から構成され
る新たなアクションプランを策定。

価格転嫁に係る公正取引委員会の取組の概要

 独占禁止法の執行強化の一つとして、令和５年５月及び８月、独占禁止法上の「優越的
地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の実施。同
年１２月、結果について公表。

 令和５年１１月、特別調査の結果を踏まえ、原材料価格やエネルギーコストに比べ、価
格転嫁が進んでいない労務費について、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関す
る指針」を作成。
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サプライチェーンの各段階における価格転嫁の状況

需要者（事業者）

84.1％

メーカー
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二次下請
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価格転嫁を要請した商品・サービスの数の７割
以上について価格転嫁が認められた割合

76.0％

70.6％

63.5％

消費者

小売業者

一次卸

二次卸

＜流通業＞

81.2％

73.0％

56.7％

需要者（事業者）

70.1％

サービス提供業者

一次下請

二次下請

三次下請

＜サービス業＞

56.5％

49.4％

43.5％

三次卸三次下請

※ 各段階の事業者が、受注者の立場で価格転嫁を要請した商品・サービスの数に対して、
取引価格が引き上げられた商品・サービスの数の割合について、７割以上（「全て」
又は「多く（７割〜９割程度）」）と回答した割合

 いずれのサプライチェーンでも、需要者から
みて取引段階を遡るほど、価格転嫁を要請
した商品・サービスの数の割合で７割以上の
価格転嫁が認められた割合が減少

 サービス業のサプライチェーンでは、製造業
や流通業と比べて、各取引段階において価
格転嫁が認められた割合が20ポイント前後
低いという顕著な傾向

 いずれのサプライチェーンでも、商品・サービ
スの数でみた場合、取引段階を遡るにつれて
価格転嫁が滞っていると考えられる。

 コスト構造に占める労務費の割合が高いと
考えられるサービス業において、特に価格転
嫁が円滑に進んでいないと考えられる。

特別調査の結果（価格転嫁の現状）

(令和5年12月27日)独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetucyosakekka.html （次スライドも同様）

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetucyosakekka.html


発注者

受注者／
発注者

受注者

○情報サービス業
○インターネット附随サービス
業

○通信業
等

○情報サービス業
○インターネット附随サービス
業

○職業紹介・労働者派遣業
等

情報サービス業
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価格転嫁が円滑に進んでいない業種のサプライチェーンの例

○道路貨物運送業
○運輸に附帯するサービス業
○倉庫業
○食料品製造業

等

○道路貨物運送業
○運輸に附帯するサービス業
○倉庫業
○自動車整備業

等

道路貨物運送業

○総合工事業
○職別工事業
○地方公務
○設備工事業

等

○職別工事業
○総合工事業
○設備工事業
○建築材料，鉱物・金属材
料等卸売業

等

総合工事業

○ビルメンテナンス業・警備業
○総合工事業
○不動産賃貸業・管理業

等

○ビルメンテナンス業・警備業
等

ビルメンテナンス業・警備業

上欄（赤枠）の業種が、下欄（黄枠）の業種からの価格転嫁を受け入れていない

下欄（赤枠）の業種が、上欄（青枠）の業種に価格転嫁できていない

これらのサプライチェーンにおいては多重下請構造が存在し、かつ、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる

特別調査の結果（価格転嫁の現状）
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本日の説明内容２

２ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉
に関する指針・・・・・・・・６〜２２



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に
関する指針①

本指針
の性格

 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場か
らの行動指針。

 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針
に沿った行為を行うことが必要。

 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をするこ
とにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正
取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に
対処することを明記。

 他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行ってい
る場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じない
旨を明記。
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」
（令和５年１１月２９日公表）
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html


労務費の適切な転嫁のための価格交渉に
関する指針①
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発注者・受注者の採るべき１２の行動指針

発注者の採るべき行動（６つ）
①本社（経営トップ）の関与
②発注者側からの定期的な協議
の実施
③説明・資料を求める場合は公
表資料とすること
④サプライチェーン全体での適
切な価格転嫁を行うこと
⑤要請があれば協議のテーブル
につくこと
⑥必要に応じ考え方を提案する
こと

受注者の採るべき行動（４つ）
①相談窓口の活用
②根拠とする資料
③値上げ要請のタイミング
④発注者から価格を提示されるの
を待たずに自ら希望する額を提示

発注者・受注者の双方の採るべ
き行動（２つ）
①定期的なコミュニケーション
②交渉記録の作成、発注者と受注
者の双方での保管



発注者として採るべき行動／求められる行動①、②

★行動①︓本社（経営トップ）の関与
①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トッ

プまで上げて決定すること、②経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る
方法で社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応
じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。

★行動②︓発注者側からの定期的な協議の実施
受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣

行に応じて１年に１回や半年に１回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の
場を設けること。特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して長年同
じ価格で更新されているような取引においては協議が必要であることに留意が必要である。
協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにもかかわら

ずスポット取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独占禁止法
上の優越的地位の濫用又は下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれがある。
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★行動③︓説明・資料を求める場合は公表資料とすること

労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料（最低
賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など）に基づくものとし、受注者が
公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠のあるものと
して尊重すること。

★行動④︓サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと
労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適

切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の
取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者
からの要請額の妥当性の判断に反映させること。
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発注者として採るべき行動／求められる行動③、④
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★行動⑤︓要請があれば協議のテーブルにつくこと

受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議の
テーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するな
ど不利益な取扱いをしないこと。

★行動⑥︓必要に応じ考え方を提案すること
受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上

昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。

発注者として採るべき行動／求められる行動⑤、⑥



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に
関する指針①
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発注者・受注者の採るべき１２の行動指針

発注者の採るべき行動（６つ）
①本社（経営トップ）の関与
②発注者側からの定期的な協議
の実施
③説明・資料を求める場合は公
表資料とすること
④サプライチェーン全体での適
切な価格転嫁を行うこと
⑤要請があれば協議のテーブル
につくこと
⑥必要に応じ考え方を提案する
こと

受注者の採るべき行動（４つ）
①相談窓口の活用
②根拠とする資料
③値上げ要請のタイミング
④発注者から価格を提示されるの
を待たずに自ら希望する額を提示

発注者・受注者の双方の採るべ
き行動（２つ）
①定期的なコミュニケーション
②交渉記録の作成、発注者と受注
者の双方での保管



★行動①︓相談窓口の活用
労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、

中小企業の支援機関（全国の商工会議所・商工会等）の相談窓口などに相談する
などして積極的に情報を収集して交渉に臨むこと。
発注者に対して労務費の転嫁の交渉を申し込む際、一例として、公取委ホーム

ページに公表している様式を活用することも考えられる。
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受注者として採るべき行動／求められる行動①

相談内容 相談窓口

価格交渉・価格転嫁の相談 価格転嫁サポート窓口（011-232-2407）
下請かけこみ寺（0120-418-618）

本指針に関する質問 公正取引委員会事務総局
企業取引課（03-3581-3375）

優越的地位の濫用の考え方
についての相談

公正取引委員会事務総局北海道事務所
取引課（011-231-6300）

下請法の買いたたき
の考え方についての相談

公正取引委員会事務総局北海道事務所
下請課（011-231-6300）

（
相
談
窓
口
の
例
）



★行動②︓根拠とする資料
発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最低賃金の上昇率、

春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いること。
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受注者として採るべき行動／求められる行動②

（公表資料の例）
・ 都道府県別の最低賃金やその上昇率
・ 春季労使交渉の妥結額やその上昇率
・ 国土交通省が公表している公共工事設計労務単価における関連職種の単価
やその上昇率
・ 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃（令和２年国土交通省告示第
５７５号）
・ 厚生労働省が公表している毎月勤労統計調査に掲載されている賃金指数、
給与額やその上昇率
・ 総務省が公表している消費者物価指数
・ ハローワーク（公共職業安定所）の求人票や求人情報誌に掲載されている
同業他社の賃金
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★行動③︓値上げ要請のタイミング
労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回な

どの定期的に行われる発注者との価格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の
時期など受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期など受
注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行うこと。

受注者として採るべき行動／求められる行動③

（交渉のタイミングの例）
・ 発注者の会計年度に合わせて（発注者が翌年度の予算を策定する前）
・ 定期の価格改定や契約更新に合わせて
・ 最低賃金の引上げ幅の方向性が判明した後
・ 国土交通省が公表している公共工事設計労務単価の改訂後
・ 年に１回の発注者との生産性向上の会議を利用
・ 季節商品の棚替え時の商品のプレゼンの機会を利用
・ 発注者の業務の繁忙期
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★行動④︓発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示
発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を発注者

に提示すること。発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでな
く、自社の発注先やその先の取引先における労務費も考慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動④

（要請額の設定方法の例）
・ 発注者と取引のある製品を「３０年価格改定がされていないもの」、「２０
年価格改定がされていないもの」等と分類し、それぞれの区分ごとの最低賃金
の上昇率を参考に単価の引上げを自ら求めた。
・ 毎年夏頃、翌年１年間に発生する取引先ごとのコスト上昇を予想し、各コス
トの原価に占める割合を加味して単価の改定率を算出し、自ら求めている。
・ 発注者との取引で赤字を解消し、一定額の利益を出せると推測する単価を計
算し、当該発注者への要請額を設定し、自ら求めた。その上で、その根拠の一
つとして、自社が所在する都道府県の最低賃金の上昇率を当該発注者に示した。
・ 自社の労務費の上昇だけでなく、外注先の単価に関する要望を聞いた上で必
要な要請額を設定し、自ら求めた。



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に
関する指針①
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発注者・受注者の採るべき１２の行動指針

発注者の採るべき行動（６つ）
①本社（経営トップ）の関与
②発注者側からの定期的な協議
の実施
③説明・資料を求める場合は公
表資料とすること
④サプライチェーン全体での適
切な価格転嫁を行うこと
⑤要請があれば協議のテーブル
につくこと
⑥必要に応じ考え方を提案する
こと

受注者の採るべき行動（４つ）
①相談窓口の活用
②根拠とする資料
③値上げ要請のタイミング
④発注者から価格を提示されるの
を待たずに自ら希望する額を提示

発注者・受注者の双方の採るべ
き行動（２つ）
①定期的なコミュニケーション
②交渉記録の作成、発注者と受注
者の双方での保管
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★行動②︓交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること。

★行動①︓定期的なコミュニケーション
定期的にコミュニケーションをとること。

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動①、②

⇒ 受注者としても、日頃から積極的に発注者とコミュニケーションをと
り、価格転嫁のことを含めて何でも相談もしやすい関係を構築すること
が求められる。

⇒ 価格交渉を行う都度、協議内容を記録し、発注者・受注者双方が確認
して残すことは、双方の認識のズレを解消し、トラブルの未然防止に役
立つ。



（参考）価格交渉の申込み様式（例）及び動画
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https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/
romuhitenka.html

新規公開の動画アリ︕︕ （令和６年１１月１日登場）
【価格交渉の新常識︕】労務費転嫁指針○×クイズ

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html


（参考）動画紹介①（労務費転嫁指針○×クイズ〜Ｑ３〜）
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https://www.youtube.com/watch?v=ZA1EwDxZRvo&t=3s

続きは
ＷＥＢ
で︕

https://www.youtube.com/watch?v=ZA1EwDxZRvo&t=3s


（参考）動画紹介②（労務費転嫁指針○×クイズ〜Ｑ４〜）
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https://www.youtube.com/watch?v=Q6YQiNIZhSM

続きは
ＷＥＢ
で︕

https://www.youtube.com/watch?v=Q6YQiNIZhSM


（参考）労務費の転嫁に関する情報提供
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https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/romuhitenka.html

広く情報を受け
付けています︕

https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/romuhitenka.html
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本日の説明内容３

３ 下請法（買いたたき）及びフリーラン
ス法について・・・・・・・２３〜２７
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下請法（買いたたき）について

両者で十分に協議して下請代金の額を決定するのが大事なんだね。

次の要素を総合的に勘案して判断します。
・ 下請代金の決定に当たり、下請事業者と十分な協議が行われたか
・ 差別的な下請代金が定められていないか
・ 下請代金が「通常支払われる対価」と乖離していないか
・ 物品・役務の給付に必要な原材料等の価格動向を反映しているか

買いたたきの判断基準

同種又は類似の物品・役務について同一地域で一般に支払われる対価、つまり
「市価」のことです。市価の把握が困難な場合は、同種又は類似の物品・役務に
支払われる従来の取引価格をいいます。

通常支払われる対価

発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代
金を不当に定めることは、買いたたきに当たります。

買いたたき
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下請法（買いたたき）について

当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を「通常支
払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱う。
ア従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額
イ当該給付に係る主なコスト（労務費、原材料価格、エネルギーコスト等）の
著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上
昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握する
ことができる場合において、据え置かれた下請代金の額

「通常支払われる対価」を把握することができない給付について

(令和６年５月２７日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について

著しく低い下請代金の額を定めるだけではなく、コストの上昇を
反映せずに、下請代金の額を据え置くことも買いたたきになる可
能性があるよ！

令和５年１１月２９日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等
を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、意見募集をした上
で、令和６年５月に下請法運用基準が改正されています。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html
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（参考）フリーランス法について

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
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（参考）フリーランス法について

【Question】
資本金１０００万円以下の事業者が、
フリーランス（一人親方）に業務を委託する場合

【Answer】
資本金がいくらであってもフリーランス法の対象となります。

こんな業務委託は
フリーランス法の対象︖︖

フリーランスに業務を委託をする場合、資本金の額や業務委託の内容に関わらず、
フリーランス法の対象となります。
（委託事業者の従業員の有無や委託期間によって、義務と禁止行為の範囲は異なります。）



公正取引委員会に関する詳しい情報は、ウェブサイトなどを御覧ください。

ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

https://www.jftc.go.jp

＠jftc

JapanFTC

JFTCchannel

公取 で検索

（旧： ）

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」
に関する公正取引委員会の取組

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html

https://www.jftc.go.jp
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html

